
千葉経済大学附属高等学校                           ※ 保護者が記入 ※ 

校長 佐久間 勝彦 様                        

新型コロナウイルス感染症 経過報告書  
  

＜出席停止期間の基準と留意事項＞ 

 

  新型コロナウイルス感染症に罹患し、上記□の出席停止期間解除の状態に回復したことを報告

します。よって、  月  日より登校します。 

 

記  

 

学校を休んだ期間  令和  年  月  日 ～   令和  年  月  日まで 

 

新型コロナウイルス感染症の診断について （該当に☑、空欄に記入） 

□医療機関（                    ）を 

   月   日（検査の有無：有・無）に受診し診断された。 

□自己検査キットで   月   日に検査をして陽性となった。 

□その他（                                 ） 

 

療養期間中の健康状態（発症日～登校日まで）   

 発症日 １日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 8 日目 9 日目 10 日目 

日付 / / / / / / / / / / / 

解熱日            

症状軽快日            

●発症日：症状が出現した日・無症状の場合は検体を採取した日 

●解熱日(解熱剤を使用せずに解熱している日)、症状軽快日(呼吸器症状が改善傾向にある日)にはすべて○をつける。 
 

上記の通り、相違ありません。 

 

令和   年   月   日                  普通科・商業科・情報処理科    年   組  番 

生徒氏名                         

             保護者氏名                    印 

□出席停止期間：「発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」 
(無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から５日を経過するまでを基準とすること｡) 

□「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。 

□「発症した後５日を経過」や「症状が軽快した後１日を経過」については、発症した日や症状が軽快した

日の翌日から起算すること。 

※出席停止期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されない。 

※出席停止解除後、発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する。 
 


